
時 の 話 題～ 平成１９年度 第１４号（Ｈ１９．７．１３調査情報課）～ 

障害者の自立支援 

平成１８年４月、障害の種別にかかわらず、区市町村が一元的

にサービス提供することなどを内容とする「障害者自立支援法」

が施行された。これを受け、都は１９年５月、「東京都障害者

計画」及び「東京都障害福祉計画」を策定した。障害者が地域

で安心して暮らし、当たり前に働ける社会の実現に向けて、計

画に基づく施策の積極的な推進が求められている。  

１ 障害者の現状 

（１）増加する障害者数 

 全国の障害者数は増加傾向にあ

る。平成１７年度末現在で障害者

手帳の交付を受けている人は、

身体障害者が約４８０万人、知的

障害者約７０万人、精神障害者約

４７万人である。１０年度と比較

すると、身体障害者は１.２倍、

知的障害者１.３倍、精神障害者

３.３倍の増加となっており、高齢

化などを背景に、今後も増加が見

込まれる（図１）。東京都では１７ 

年度末現在、身体障害者約４１万

人、知的障害者約６万人、精神障

害者約４万人、合計では約５１万

人となる（図２）。 

（２）障害者の生活・就労の状況 

 都内の身体障害者及び知的障害

者のうち、約１万１千人が更生施

設や療護施設などの施設に入所し

ており、精神障害者は約２万人が

精神科病院に入院している。 

 また、平成１５年度の都の調査

では、身体障害者の２４.８％、

知的障害者の６１.８％、精神障害

者の２６.３％の人が収入を伴う

仕事をしていると回答しており

（図３）、この割合によると、１７

年度末時点で障害者約５１万人の

３割(約１５万人)が働いていると

推計される。 
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図２ 障害者手帳交付者数の推移（都内） (万人) 

図１ 障害者手帳交付者数の推移（全国） (万人) 

出所：厚生労働省資料より作成 

出所：福祉保健局資料より作成 

図３ 障害者の就労状況（都内）※対象:手帳交付者 

仕事をしている 

(福祉作業所等を含む)

仕事をしていたが 

現在していない 

仕事をした 

ことがない他 

２４.８ 

６１.８ 

２６.３ 

５７.９ 

14.4 

５９.２ 

17.3 

23.8 

14.5 

480467 456 445437429420
408

70 67 64 6159575553

4741 36 3025
221814

4140 39 3837363534

5.85.5 5.3 5.1 5.04.84.64.6

4.13.4 2.7 
2.32.01.71.41.2

身体

身体

知的

知的

精神 

精神 

平成10 11 1 2 1 3 1 4 1 5  1 6  1 7（年）

平成10 1 1 1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7（年）

０    ２０   ４０   ６０   ８０  １００
 (％) 

出所：平成１５年度東京都社会福祉基礎調査より作成



２ 障害者自立支援法の施行 

障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、障害の種別ごとに異なる法

律に基づき縦割りで提供されてきたサービスの一元化などを図るため、平成１８年４月よ

り障害者自立支援法が施行された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①３障害(身体・知的・精神)の福祉サービスを一元化し制度格差の解消を図るととも

に、実施主体を身近な区市町村に一元化。 

②利用者本位のサービス体系(「施設」を単位としたサービスの体系から、介護給付・

訓練等給付・地域生活支援事業という｢事業｣を単位とした体系へ)に再編。 

③就労支援の抜本的強化(就労移行支援事業等の創設) 

④支給決定の透明化、明確化(サービスの必要度を把握する全国統一の障害程度区分(６段階)の導入) 

⑤利用者負担の見直し(原則１割負担)や国の財政責任の強化を通じた制度の安定化 

 ※原則１割の利用者負担導入にあたっては、所得に応じた月額上限の設定などの

軽減措置が講じられているが、法の着実な定着を図るため、平成２０年度まで、

国は利用者負担のさらなる軽減措置や事業者に対する収入の激減緩和措置などを

内容とする特別対策を実施している。 
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自立支援給付

【介護給付】 

●居宅介護(ホームヘルプ) 
※自宅での入浴、食事等の介護 
●短期入所(ショートステイ) 
※短期間の施設での介護 
●施設入所支援 
※施設入所者に対する介護 
           など 

【訓練等給付】 

●自立訓練 
※身体機能、生活能力向上の訓練

●就労移行支援 
※一般就労に向けた訓練 など 

【自立支援医療】(一部都道府県が認定)

※精神科通院医療費など 

【補装具】※義肢、車イス等の費用 

●相談支援(関係機関との連絡調整、権利擁護) 
●コミュニケーション支援(手話通訳派遣等)、●日常生活用具の給付又は貸与 など

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

区市町村 

●専門性の高い相談支援、●広域的な対応が必要な事業、●人材育成など 

都道府県 

支援 

地域生活支援事業 

出所：厚生労働省資料等より作成 

（参考） 障害者自立支援法による自立支援システムの全体像

出所：内閣府「平成１９年度版障害者白書」等より作成 

【障害者自立支援法の主な内容】 



３ 障害者自立支援法施行後の調査 

 内閣府は、平成１９年２月～３月に、障害者本人や国民を対象とする調査を行った。 

障害者本人に対しては、就労

等に関する調査が行われてお

り、この１０年間の雇用環境に

ついては３６％が働きやすく

なったと回答し、その理由とし

て、雇用機会の増加、情報提供

や相談機関の充実などが挙げ

られている。その一方、変わら

ないや働きにくくなったとの

回答も６４％を占めている

（図４～５）。 

国民を対象とした世論調査

では、８５％が障害のある人が

身近で普通に生活しているの

が当たり前とする一方で、障害

を理由とする差別や偏見があ

るとの回答も８３％にのぼっ

ている（図６～７）。 

 障害を理由とした差別や偏見に対する意識啓発はもとより重要であるが、障害者が働き

やすい環境づくりにも引き続き積極的な取組が必要と考えられる。 

４ 都の取組 

（１）独自対策等の実施 

●１８年 ４月 ホームヘルプサービス利用者負担の激変緩和など、独自の対策を実施 

●１８年１０月 法施行を受けた区市町村の取組状況及び施設と利用者状況の実態を調査

・１８年４月～７月の通所施設の１人当たり平均利用日数は前年同期と

比較して増加→利用控えは全体的には現れていない。 

・平均利用者負担→通所施設約９倍（１千９百円→１万７千円） 

入所施設約１.５倍（３万５千円→５万１千円） 

●１８年１１月 国に対して激変緩和措置の強化等について緊急要望を実施 

（２）「東京都障害者計画」「東京都障害福祉計画」の策定等 

障害者施策に関する基本理念等を定めた障害者基本法と障害者自立支援法は、それぞれ

都道府県及び区市町村に対して障害者福祉に関する計画の策定を求めている。都は、平成

１９年５月、それぞれの法律に基づく「東京都障害者計画」と「東京都障害福祉計画」を

一体的に策定した。この計画では、都の障害者施策の基本理念や施設入所から地域生活へ

の移行等の自立支援に関する数値目標などを掲げている（図８）。 

なお、都は障害者の地域生活支援の推進を平成１９年度重点事業に位置付けている。ま

た「１０年後の東京」では、障害の有無にかかわらず誰もが安心して暮らせる地域社会の

実現と、今後１０年間で東京の障害者雇用の３万人以上の増加を目指すとしている。 
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図４ 雇用環境の変化(障害者) 図５ 働きやすくなった理由(障害者) 

図６ 障害者の地域生活(国民) 図７ 差別や偏見の有無(国民) 
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出所：内閣府「平成１９年度版障害者白書」より作成 

※複数回答

上位３項目
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５ 障害者が安心して暮らし、当たり前に働ける社会を目指して 

 障害を持つ人も持たない人も社会の一員としてお互いに尊重し、支え合いながら地域の

中でともに生活する社会こそがあるべき姿である。今後、障害者が地域で安心して暮らし、

当たり前に働ける社会の実現に向けて、サービスを担う人材の育成など、一元的なサービ

ス提供主体である区市町村に対する支援を含め、都は計画に基づく施策を積極的に推進し

ていく必要がある。 

また、障害者自立支援法は施行後３年を目途に見直しを行うこととされており、現在実

施中の特別対策を含め、地方自治体の意見を十分踏まえた上で検証・検討を行うよう、引

き続き国に働きかけていく必要がある。 
 

 東京都障害者計画（障害者基本法）

 
〈基本理念〉 

１ 障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現 
２ 障害者が当たり前に働ける社会の実現 
３ すべての都民がともに暮らす地域社会の実現 

１ 地域における自立生活を支える仕組みづくり
２ 社会で生きる力を高める支援 
３ 当たり前に働ける社会の実現 
４ バリアフリー社会の実現 
５ サービスを担う人材の養成・確保 

 
〈施策目標〉

東京都障害福祉計画（障害者自立支援法）

※計画期間：平成 19 年度～23 年度 

【地域生活への移行推進】  

● 長期入所が常態化する施設の入所者(7344 人)

の１割以上(874 人)  

●退院可能な精神障害者( 5000 人)の５割

(2500 人)  

【地域生活を支える基盤の整備】  

●区市町村による一元的総合的なサービ

ス提供体制の整備 
(主なｻｰﾋﾞｽ月間見込) 17 年度 23 年度

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ･ｹｱﾎｰﾑ(人) 2645 5514 

ｼｮｰﾄｽﾃｲ(人日) 12734 20623 

【一般就労への移行推進】  

●区市町村障害者就労支援事業による移

行者数 (※を含む) 

 17 年度(717 人)→23 年度(1500 人) 

※福祉施設からの移行者数 

  17 年度(213 人)→23 年度(852 人) 

〈数値目標（平成２３年度末）〉

【地域生活への移行推進】  

●地域生活支援型入所施設における自立訓

練事業等の推進 

●精神障害者退院促進支援事業の推進 

 18 年度(3 か所)→20 年度(12 か所) 

【地域生活を支える基盤の整備】  

●サービス見込量が確保されるよう、障害

者地域生活支援・就労促進３か年プラン

(H18～H20)の事業の拡充 

  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 1310 人増→1560 人増 

  ｼｮｰﾄｽﾃｲ 170 人増→200 人(4400 人日)増 

【一般就労への移行推進】  

●区市町村障害者就労支援事業の拡充 

 ～20 年度 全ての区市(49 所)で実施 

 ～23 年度 全ての区市町村で実施 

●障害者就労支援協議会(仮称)の設置 

 関係機関による連携強化 

〈主な施策展開〉 

※平成 23年度までの目標を設定 

図８ 東京都障害者計画・障害福祉計画の概要 

●障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現 
●多様な企業が集積する東京の強みを生かし、今後１０年間で東京都の障害者雇用の３万人以上の増加を目指す 

「１０年後の東京」 


